
学校給食用生鮮物資配送業務 仕様書 

 

１ 業務名   

学校給食用生鮮物資配送業務 

 

２ 履行場所 

  守山市立守山南中学校・守山中学校・守山北中学校および市内９小学校 

 

３ 履行期間 

  令和８年６月１日から令和９年３月 25日まで 

 

４ 業務内容 

学校給食用生鮮物資納入業者（以下、生鮮業者という。）から、守山南中学校・守山中学校・ 

守山北中学校（以下、納品拠点という。）に納品された生鮮物資について、配送業者（以下、受 

注者という。）は、安全かつ適正に管理し、各小学校給食室へ配送する。 

 

５ 配送対象物資 

守山市（以下、発注者という。）が、生鮮業者へ発注した生鮮物資 

（別紙１「学校給食物資食品分類表」のとおり） 

 

６ 配送実施日 

令和８年６月から令和９年３月までの給食実施日（154日程度を予定） 

（土日・祝日および長期休暇期間、学校行事等で給食を実施しない日を除く） 

 

７ 配送経路および配送時間 

（1）配送経路  

別紙２「配送ルート図」のとおりとする。 

ただし、各ルートの配送順について、発注者が事前に承諾した場合は除く。 

（2）配送時間 

９小学校分は、午前７時 30分から午前８時 30分までに各給食室に配送すること。 

ただし、1,000食/日を超える小学校（守山・河西）は、午前８時 00分までとする。 

 

納品拠点 守山南中学校 守山中学校 守山北中学校 

積替時間 

（予定） 

午前６時 45分から 

午前７時 30分まで 

午前６時 45分から 

午前７時 30分まで 

午前６時 45分から 

午前７時 30分まで 

到着時間 

（予定） 

（配送順） 

守山小学校（7:40～7:50） 河西小学校   (7:40～7:50) 玉津小学校(7:40～7:45) 

物部小学校（8:00～8:10） 吉身小学校   (8:05～8:10) 速野小学校(8:00～8:10) 

小津小学校（8:20～8:30） 立入が丘小学校 (8:25～8:30) 中洲小学校(8:25～8:30) 



８ 各校の１日あたりの野菜の平均重量および給食数（概算）  （※）は 1,000食/日以上 

納品拠点 配送先 野菜の重量（kg） 給食数（食） 

守山南中学校 

（納品拠点①） 

守山小学校（※） 110  1,100 

物部小学校 80  800 

小津小学校 40  400 

守山中学校 

（納品拠点②） 

河西小学校（※） 110  1,100 

吉身小学校 70 700  

立入が丘小学校 60 550  

守山北中学校 

（納品拠点③） 

玉津小学校 40 400 

速野小学校 75  700 

中洲小学校 15 180 

計  600 5,930 

 

９ 生鮮物資の品目・数量 

（1）配送月の１カ月前に概算量を、前月 20日前後に確定量を連絡する。 

（2）生鮮業者からの納品量については、積替作業時に再確認すること。 

 

10 積み替え 

（1）積替え作業時の各校分の混在を避けるため、必ず、小学校単位で行うこととし、品目単位の 

 積替えは行わないこと。また、雨天や強風時には、細心の注意を払うこと。 

（2）拠点中学校での積替え作業の完了後は、預かり証を生鮮業者等に対して交付し、速やかに

小学校への配送を開始すること。 

（3）生鮮業者が専用の通い箱等を使用した場合、当日または次回配送時に各小学校から回収し、

該当納品拠点に返却すること。時間帯については別途、発注者と協議すること。 

 

11 配送等 

（1）積替え時および配送にあたっては、荷崩れ・破損等に十分留意すること。 

（2）配送に使用する車両は冷蔵車とし、保存基準温度 10℃以下を徹底し、品質の低下を招かな 

いよう適切な温度管理を行うこと。 

(3)温度管理や外的衝撃その他配送時の管理不備によって、生鮮物資の品質が損なわれたと発注

者が判断した場合は、受注者において対応すること。 

(4) 受注者は、配送に遅れが生じた場合は、所定の時間までに配送できるよう、状況に応じて 

配送車両を増車等の処置を講じること。 

（5）本委託業務にかかる生鮮物資以外は、原則積載しないこと。ただし、発注者が別途指示する

ものは除く。 

（6）各小学校への配送が完了した際は、給食室から受領書を受け取り、適切に保管すること。 

（7）受注者は、給食室が受領サインした納品伝票（生鮮業者控え）をルートごとにまとめて、速

やかに発注者まで届けること。 

（8）小学校到着後に、他校分の混在が発覚した場合、速やかに発注者へ連絡し指示に従うこと。 



12 配送従事者 

（1）受注者は、配送従事者の健康状態を記録する等、健康管理に万全を期するともに、食品の衛

生的な取り扱いができるよう指導すること。 

（2）発注者が指示した場合、配送従事者は、保健所または病理検査機関の発行する検便検査成

績表（赤痢菌、サルモネラ属菌、О-157等）を提出すること。 

（3）配送従事者は、事故等不測の事態に備え携帯電話等の通信手段を常備し、業務担当責任者

と常に連絡のとれる状態としておくこと。 

 

13 配送車両 

（1）配送車両の調達、維持および運行に要する一切の経費は、受注者が負担する。 

（2）車内は常に清潔な状態を保ち、衛生管理を徹底すること。 

（3）運行前、運行後に必要な日常点検を実施すること。異常が発見された場合は、速やかに修 

理または予備車の手配等、業務に支障がないよう徹底すること。 

（4）学校施設内では、児童・生徒等の安全を最優先に徐行運転とし、停車する場合は往来に支障

がない場所とすること。 

（5）発車前には車両下や周辺の安全確認を必ず行うこと。 

 

14 緊急時の対応 

（1）突発的な事故により業務を遂行できない場合は、直ちに発注者へ連絡し、指示に従うこと。 

（2）生鮮業者が予定時間に到着しない場合は、別添「緊急連絡体制」のとおり、速やかに発注者

へ連絡し、その指示に従うこと。 

（3）配送遅延が発生した場合または遅延が発生する恐れがある場合には、必ず発注者に連絡し

て状況を報告するとともに、発注者の指示を受け、速やかに遂行できるようにすること。 

 

15 権利義務等の譲渡の禁止 

第三者に対し、業務の全部若しくは一部の処理を委託し、若しくは請け負わせ、またはこ

の契約によって生じる権利または義務を譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、

冷蔵車および運転手の確保等、発注者が事前に承諾した場合は除く。  

 

16 秘密の保持 

受注者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、または 

解除された後においても同様とする。 

 

17 業務完了報告 

 毎月の業務完了後、完了届書および給食室からの受領書を提出すること。 

 

18 支払いおよび請求 

（1）配送車両１台あたりの単価契約とし、実績（配送台数）に応じた毎月払いとする。 

（2）請求書については、翌月７日までに発注者へ提出すること。 

 



19 その他 

本仕様書に記載のない事項および疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。 
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和菓子類、ケーキ類、プリンなど

魚、えび、いか、たこ、貝など

小鮎、わかさぎ、すじえびなど

野菜類、豆製品類、調理加工品類、うどん、パン、液卵、デザートなど

ふりかけ類、佃煮類、ジャム類

学校給食物資食品分類表

牛肉

豚肉

鶏肉

ポークウインナー、ハム、ベーコンなど

水煮うずら卵

生クリーム、ヨーグルト、チーズ類、バター類など

たけのこ、ふき、山菜など

キムチ、高菜漬など

りんご、なし、かきなど

えのきたけ、しめじ、なめこなど

まぐろ油漬け、かつお節、煮干し、削り節、ちりめんじゃこなど

水産練製品（焼きかまぼこ、焼きちくわなど）

清酒、ワイン、みりんなど

醤油、食塩、味噌、酢、コンソメ、ドレッシング、ケチャップ、カレールウなど

香辛料類（カレー粉、こしょう、山椒粉など）

ドライパイン、レーズン、パンプキンパウダーなど

こんにゃく（突き、サイコロ、糸など）

さつまいも、さといも、じゃがいも、かぼちゃ、れんこんなど

切干大根、ヤングコーン缶、クリームコーン缶、ホールトマト缶など

みかんなど

みかん、パイナップル、ももなど

きくらげ、乾椎茸、マッシュルームなど

青海苔、あらめ、昆布類、ひじき、わかめなど

植物油脂類（オリーブ油、胡麻油、米ぬか油など）

冷　凍　食　品

その他

食　　　　品　　　　名

小麦粉、マカロニ・スパゲティ類、パン粉、ビーフン、そうめん類、皿うどん麺

澱粉類（じゃがいもなど）、澱粉製品（緑豆春雨など）など

三温糖　上白糖　黒砂糖、はちみつなど

大豆、凍り豆腐、湯葉など

アーモンド、カシューナッツ、胡麻、ピーナッツなど

じゃがいも、さつまいも、人参、玉ねぎ、パセリ、しめじなど

畜肉加工品

卵　　　　　類

乳類・油脂類

菓　　子　　類

魚　　介　　類

琵琶湖産魚介類

きのこ類(水煮)

魚類加工品

魚肉練り製品

牛　　　　　肉

豚　　　　　肉

し好飲料類

調　　味　　料

香　　辛　　料

鶏　　　　　肉

パンの添加物

こんにゃく

野菜・芋類(カット)

野菜類(水煮)

漬　　物　　類

果実類(カット・個包装)

野菜類(乾燥・缶詰)

生鮮果実類

果実類（シロップ漬け）

きのこ類(乾燥・缶詰)

 藻　　　　　類　

油　　脂　　類

冷
　
凍

食品分類

穀　　　　　類

でんぷん類

さとう・甘味類

常
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
温

冷
　
　
　
　
　
　
　
蔵

豆　　　　　類

種　　実　　類

生鮮野菜・芋類・きのこ類

別紙１
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